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令和 4年度第 10回田上町教育委員会定例会会議録 

 

１．開会年月日 令和 4年 12月 16日 午後 2時 00分 

２．開会場所 田上町役場 会議室 2 

３．出席委員 教 育 長 安中 長市 

教育委員（教育長職務代理者） 石田 一平 

教育委員 山田 正夫、齋藤 美里 

４．欠席委員 教育委員 渡邊 悦子 

５．職務のため出席した者  

事務局長 時田 雅之、指導主事 佐藤 春男、局長補佐 諸橋 弘樹 

６．会議に付した事件 

（１） 諸報告 

（２） その他 

７．会議の経過及び結果 

令和 4 年 12 月 16 日午後 2 時 00 分、令和 4 年度第 10 回田上町教育委員会定例会の

開会を宣言した。本会期を 1 日と提案し、了承され決定した。本日の会議録署名委員

に石田委員を指名した。 

 

教育長  12月 19日の月曜日をもちまして、任期満了ということで教育長を退任さ

せていただく事になりました。4年と 5ヶ月勤めさせていただきました。教

育畑ばかりで行政を経験したことがない。佐藤指導主事は経験しているわ

けですけれども。行政を何も経験していない私が、教育長という大変重い

職務をやれるのかなと思いながらやってきたわけですけれども。こんなこ

と言うとおかしいなと思うかもしれませんが、毎月この教育委員会では皆

さんから良識のある建設的なご意見をたくさん頂いて、気持ちがいつも元

気になりました。 

時々、耳の痛いお言葉も頂き、でも大変温かい教育委員会の会が開けた

ことは、私は本当に嬉しかったです。 

では議事に入ります。まず町民体育館について話しをしていただいてか

ら、今回の議会で出た一般質問に対しての回答をお話ししたいと思います。 

それでは局長お願いします。 

局長      町民体育館の今後の取り扱いという事で資料を添付させていただいてお
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ります。今般、12 月議会の一般質問におきまして、2 名の方から今の町民

体育館の使い方について質問を頂きました。内容につきましては、安全性

が確認できない町民体育館の天井について、このまま継続して貸し出すこ

とがいいのか、また閉めた方がいいのではないかというようなご意見の一

般質問を受けました。 

        議会の最終日、昨日 12 月 15 日になりますが、議会全員協議会の場にお

きまして、今後の町民体育館の取り扱いについてという事でご説明をさせ

ていただいております。簡単にご説明いたしますと、町体の天井板につい

て競技場の真上の確認は足場の関係がありまして出来ませんでした。そう

は言ってもどこか今の状況を確認しなければという事で、2階平面図の太線

で囲ったところの上に設置してあります天井板の端部、要は端の部分にな

りますが、そこの現況を確認したところ、天井板とそれを支える木に適切

に釘が刺さっていない、天井板とそれを支える木に釘が刺さっていても手

で抜ける、その影響で木毛板を手で押したら動いた、ということが分かり

ました。 

        この事象については、天井板の頂上部ではなくて末端の部分ではありま

すが、もしかすると上の方にも同じ症状がないとは言えないという事で、

安全性が確認できない事から今後、町体を利用している団体からご理解を

頂いた中で、学校開放等の利用に切り替えていただき、3月末まで使用し 4

月 1日から閉鎖する予定でおります。 

        現在の使用状況の表を資料として付けておりますが、町体を閉鎖するに

あたり学校開放で空いているところへ団体の利用を振り向けても、まだい

くつかの団体の活動場所を確保することができません。これらにつきまし

ては、学校開放利用の団体からの協力、それから田上中学校の日曜日の開

放を学校にお願いし団体の利用に分けていただくようなやり方も入れなが

ら、なんとか活動場所を確保して 4 月から町民体育館を閉めたいと思って

おります。 

        簡単ですが以上であります。 

教育長     議会の方からは、安全性を担保せよと。検査をしろと、調査をしろと言

われたんですが、調査が中々できない。この間も申しましたように、足場

を組むと床が壊れてしまう。2階の端の部分を何とか確認したら、いい状態

ではないと。真ん中の上はどうなのかと言われても、分からない。結論か
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ら言うと安全は担保できない。調査もできないという中で、大変残念では

ありますが 3月までの間に団体へ説明をして、4月からは閉鎖したいという

事です。 

局長      今後の予定としましては、12月22日にスポーツ協会と打合せをしまして、

1月 8日に各種団体から交流会館に集まっていただき、この内容説明と今後

の利用について話しをしていく予定でおります。 

教育長     非常に大事な事なので、委員の方からご意見を頂きたいのですが。 

石田委員    これから利用団体に対する説明があるんでしょうけれども、利用団体の

中において事情があるだろうし、また温度差もあると思うので、説明をす

ると不平不満が出てくるので、なるべくきめの細かいフォローをしていた

だければ。もう道筋は決まっているので、夢と希望を与えるようなことも

踏まえて話しをしていただければ。 

局長      十分丁寧な説明に努めていきたいと思います。 

石田委員    ほとんどの団体が場所を変えて活動ができるんですよね。我慢や工夫は

必要なんでしょうけれども。 

局長      大体出来そうなんですが、テニスだけは難しくて、学校開放に入れれば

ネットを張ることができるんですが。入れなかった場合はコミセンとかの

施設で活動することになりますが、きちんとしたネットを張ることができ

なくなります。その場合は、簡易的な代替の用品を使いながら使用してい

ただくような形になろうかと思います。 

        ただ、一部の団体だけが我慢するのではなくて、なるべく均等に協力し

てもらい平等にしていきたいと思っています。 

教育長     山田委員どうですか。 

山田委員    2人の議員から質問があったという事なのですが、天井の安全性が確認で

きなければ利用を中止にしたらどうかというような趣旨の質問だったので

すか。 

局長      1人の議員からは、ここまで不具合なく使ってきたのだから、避難計画な

どを策定し利用時に注意しながら継続利用したらどうかいうのが一つ、も

う 1 人からは施設の現状を確認した中で、安全性が確認できないのであれ

ば早急に閉めるべき。やはり活動している方たちの命を守るという事は最

優先に考えなくてはならない事、というものであります。 

山田委員    実際に天井板を調べることができなかったので、端の部分を確認したと
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いう事なのですが、確認した部分と天井の一番高いところは同じ材質です

か。 

局長      同じです。 

山田委員    そうか。 

教育長     平成 25年 8月に町体の色んな修繕に係る経費を調べていた時に、中学校

の体育館の端の部分が落ちたことがあるんですよね。 

        その時に町体も含めて天井を調べた経緯があったんです。当時、業者か

らは町体は吊り天井ではないと言われていたんです。 

        今回改めて調べていく中で、厳密に言うと吊り天井だと言われました。 

石田委員    確か消防法にも抵触しそうな修繕もあったんですよね。 

補佐      そうです、消防法が変わることによって型式失効というものがありまし

た。それらについては大規模改修の時に修繕をするような形であったと思

います。 

山田委員    天井が落ちるという事は非常に重大な事だと思うんですけれども、重量

はどの位なんですか。 

局長      資料がないのではっきり言えませんが、かなり重量はあると思います。 

教育長     全協の中でも閉めた方がいいという意見と、これまで何もなかったのだ

から継続して使わせてはという意見がありました。町の方としては確かに

安全性は確認できてはいないのだけれども、直ぐに閉鎖という事になると

団体の活動場所がなくなってしまうので、調整をした後に閉めたいという

事であります。議会の方も概ね理解してくれたと思っております。 

山田委員    そうすれば 3 月中までに理解していただいて。あとテニス以外の団体は

活動場所は大丈夫なんですか。 

局長      学校開放以外にもコミセン、交流会館もありますので、何とかできると

思います。 

教育長     齋藤委員どうですか。 

齋藤委員    私は妥当な判断だと思います。よく使ってきたなと。成人式をやった思

い出や色んなことを思い出します。避難計画の策定で利用させていくとい

うのは、結局利用者に責任を負わせるように感じられるので、閉鎖は妥当

だと感じます。 

教育長     他に何かありませんか。なければご意見として受け止めていきたいと思

います。 
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        では 12月議会の報告をさせていただきます。 

        高校生や大学生への支援が必要ではないかという質問を頂きました。奨

学金の支給なども検討してきたこともありました。今回は通学にかかる定

期券の補助は出来ないかという質問でした。かなり事業費もかかり財政需

要もあるため非常に難しいと答弁いたしました。 

        制服のリユースについての質問を受けました。需要がどのくらいあるの

か、どういった方を対象にするのか見当が必要だとお答えしましたが、学

校や教育委員会が主体となることは体制的に難しいとお答えしました。 

コロナの 5 類への変更についての質問がありましたが、町長の方からま

だ 2 類のままがいいのではと答弁がありましたし、学校現場については県

教委や国の通知に従い、マスク等の着用による感染防止を続けていきたい

と答弁いたしました。あと局長のほうからお願いします。 

局長      防犯カメラの質問を受けました。昨年度、小中学校の敷地内に防犯カメ

ラを設置しましたが、通学路への設置については教育委員会というか防犯

担当部局での設置となりますが、今後検討していきたいとの答弁をいたし

ました。 

部活動の地域移行の質問がありました。部活動の聞き取りを行い、年末

から新年にかけて検討委員会を立ち上げていきたいと答弁しております。 

学校給食費の無償化の質問をいただきました。県内も無償化をしている

ところもありますが、大きな財源を伴うものですぐには難しいと答弁して

おります。 

教育長     何か質問ありますか。 

山田委員    防犯カメラの質問という事ですが、必要になる事象があったという事で

すか。 

局長      何年か前に新潟市で発生した事件について、未然防止のために必要では

ないかとの意味だと思っております。 

教育長     他にご質問等ありませんか。なければ第 10回田上町教育委員会定例会を

閉会いたします。 


